
教育施設の使用可能時間について 

 

施設名 使用可能な日 使用可能な時間 

大町町公民館 
1 月 4 日～12 月 28 日まで 

午前 9 時から午後 10 時まで 

大町町民グラウンド※１ 午前 8 時 30 分から午後 9 時まで 

大町町民健康広場 

「オリオンプラザ」 

1 月 4 日～12 月 28 日まで 

ただし月曜日を除く 

（月曜日が祝日の場合は使用可能） 

午前 9 時から午後 9 時まで 

大
町
ひ
じ
り
学
園

※
２ 

屋内運動場 

（体育館）・ 

武道場 

土曜日、日曜日及び祝日 午前 9 時～午後 10 時まで 

平日 午後 5 時から午後 10 時まで 

運動場 
土曜日、日曜日及び祝日 午前 9 時から午後 9 時まで 

平日 午後 5 時から午後 9 時まで 

夜間照明 

（南運動場） 

1 月～3 月、10 月～12 月 午後 6 時から午後 9 時まで 

4 月～9 月 午後 7 時～午後 9 時 

テニスコート 土曜日、日曜日及び祝日 午前 9 時～午後 5 時まで 

※１ 町民グラウンドの照明施設の使用は 4 月 1 日から 10 月 31 日まで 

※２ 大町ひじり学園施設の開放は部活動や学校行事が優先されるため、開放する時間内であって

も使用できない場合があります 


